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答 申 の 概 要

件 名
自己の通報に対し実施機関が作成した調査文書等の訂正請求に係る決定処分に対

する審査請求（諮問第48号）

本 件 保 有 個 人 情 報 審査請求人の通報を受け、実施機関が行った調査等に係る記録内容

主な訂正しない理由
審査請求人の求める内容に訂正することが利用目的の達成に必要ないため。（条例第

31条第２項）

実 施 機 関 静岡県教育委員会

諮 問 年 月 日 令和４年 10 月７日 答 申 年 月 日 令和５年２月 22 日

主 な 論 点

１ 審査請求人が訂正を求めている実施機関が行った調査等に関する記述は、条例

第 28 条第１項の規定に基づく訂正請求の対象である「事実」に該当すると認めら

れるか。

２ 条例第 30 条に基づく訂正義務があると認められるか。

審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

審査会の判断

当審査会は、本件審査請求について審査した結果、以下のとおり判断する。

（１） 本件訂正請求について

本件訂正請求は、審査請求人が、本件対象保有個人情報のうち、別記３の表中「訂正を求める箇所」欄

に記載した内容が事実でないとして、訂正を求めたものである。

（２） 実施機関の訂正義務等について

ア 条例第28条第１項は、「何人も、第26条第１項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情

報の内容が事実でないと思料するときは、条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実

施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる」と定めており、ここに「事実」とは、

その正誤が客観的に判定できる事項をいう。

イ また、訂正請求を行う者は、開示を受けた保有個人情報のうち、①どの部分（「事実」に限る。）の表

記について、②どのような根拠に基づき当該部分の表記が事実でないと判断し、③その結果、どのよう

な表記に訂正すべきと考えているか等の、請求を受けた実施機関が当該保有個人情報の訂正を行うべき

か否かを判断するに足りる内容を、実施機関に対して自ら根拠を示して、明確かつ具体的に主張する必

要がある。そして、訂正請求を行う者から明確かつ具体的な主張若しくは根拠の提示がない場合、又は

当該根拠をもってしても請求者が訂正を求めている事柄が「事実でない」とは認められない場合には、

一般的に、条例第30条に規定する「訂正請求に理由があると認められるとき」には該当しないことにな

ると考えられる。

以下、本件訂正請求について、条例第28条に基づく訂正対象情報該当性及び条例第30条に基づく訂正

義務があると認められるか否かを検討する。

（３） 文書１「教職員倫理110番調査結果報告」について

文書１について、当審査会事務局職員をして実施機関に確認したところ、①教職員倫理110番に通報が

あった場合、対応の要・不要を問わず、当該事案の調査結果等を記録管理するために文書を作成している、

②「教職員倫理110番 調査結果報告書」は、「受付番号」・「受付日時」・「受付手段」・「通報者（所属・職・

氏名）」・「受付担当者」欄以外は任意項目であり、通報の案件に応じて、所属長に報告するために必要な内

容を記載している、③文書１についても、審査請求人の通報に関して所属長に報告する際に、必要な内容

を記載したとのことであった。

以下、文書１の上記の性質を踏まえて、別記３の通番ごとに判断する。

ア 別記３の通番１について

「１ 件名」欄には、「虚偽の申請報告」と記載されているところ、審査請求人は、「虚偽の申請報告」

以外にも申し立てていることから、その他の事項についても、「１ 件名」欄に追記することを求めてい

る。

この点、実施機関に確認したところ、「１ 件名」欄は、審査請求人から複数の項目について情報提供

があったものの、報告に当たっては、主要なものを記載したとのことであった。

文書１の性質を踏まえると、実施機関の職員が、当該通報について所属長に報告する際の文書の件名

として、複数ある項目のうち、どの項目を記載するかということについては、担当職員の職務上の権限

内の行為として、評価・判断に含まれるものと解されることから、条例第28条第１項の規定に基づく訂
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正請求の対象である「事実」に該当するとは認められない。

イ 別記３の通番２について

「２ 通報対象者」欄には、審査請求人の通報において申立てのあった３名の名前が記載されている

ところ、審査請求人は、通報対象者が３名に絞られている経緯を記載するように求めている。

この点、実施機関に確認したところ、「２ 通報対象者」欄には、審査請求人の通報において挙げられ

ていた３名の名前を記載したとのことであった。

これらのことを踏まえると、別記３の通番２で訂正を求められている情報は、審査請求人の通報をも

とに記載したものであることから、客観的に正誤が判定できる事項であるといえ、条例第28条第１項の

規定に基づく訂正請求の対象である「事実」に該当すると認められる。

しかし、「２ 通報対象者」欄には、審査請求人が当該通報において、具体的に名前を挙げた３名の職

員の名前が記載されていることから、「事実でない」とは認められず、また、そもそも「２ 通報対象者」

欄は、当該通報に係る対象者の記載箇所とされており、審査請求人の求める「経緯」の記載箇所とはさ

れていないことから、条例第30条に規定する「訂正請求に理由があるとき」とは認められない。

ウ 別記３の通番３について

「３ 通報内容」欄には、「非違行為の隠蔽、黙認を行った」と記載されているところ、審査請求人は、

別記３の通番１で追記を求めている内容に対する回答を追記するように求めている。

この点、実施機関に確認したところ、「３ 通報内容」欄には、審査請求人の複数の申立て内容につい

て端的に整理して、記載したとのことであった。

別記３の通番３で訂正を求められている情報は、審査請求人の通報をもとに記載されたものであるこ

とから、客観的に正誤が判定できる事項であるといえ、条例第28条第１項の規定に基づく訂正請求の対

象である「事実」に該当すると認められる。

しかし、そもそも「３ 通報内容」欄は当該通報の内容の記載箇所とされており、審査請求人の求め

る「回答」の記載箇所とはされていないことから、条例第30条に基づく訂正義務を生じさせるものとは

認められない。

エ 別記３の通番４から通番６までについて

「４ 調査結果」欄の１行目から２行目には、「通報者は「２校５年」の異動ルールがハラスメントで

あると主張しているが、この件については義務教育課が既に対応し、人事管理であり適法であると回答

している。（弁護士相談済み）」と記載されているところ、審査請求人は、事実と異なることから訂正す

るように求めている。

この点、実施機関に確認したところ、「４ 調査結果」欄の１行目から２行目には、審査請求人の主張

及び実施機関の対応を記載したとのことであった。

別記３の通番４から通番６までで訂正を求められている情報は、審査請求人の通報をもとに記載され

たものであることから、客観的に正誤が判定できる事項であるといえ、条例第28条第１項の規定に基づ

く訂正請求の対象である「事実」に該当すると認められる。

しかし、文書１の性質を踏まえると、別記３の通番４から通番６までで訂正を求められている情報は、

実施機関の職員が、審査請求人の通報に係る調査結果を所属長に報告するに当たって、審査請求人の主

張や調査内容について、報告すべきと判断した内容に絞って記載したり、簡潔な表現を用いたに過ぎず、

記載されている事項が誤りであるとまではいえないことから、「事実でない」とは認められず、条例第30

条に規定する「訂正請求に理由があるとき」とは認められない。

オ 別記３の通番７について

「４ 調査結果」欄の４行目には、「特定個人Ａは任命権者が異なり調査不可能。」と記載されている

ところ、審査請求人は、実施機関が調査不可能であると結論づけた経緯と理由を追記するように求めて

いる。

別記３の通番７で訂正を求められている情報は、通報対象者について調査不可能であると判断したこ

とを記載したものであり、実施機関の職員の判断であることから、条例第28条第１項の規定に基づく訂

正請求の対象である「事実」に該当するとは認められない。

カ 別記３の通番８について

「４ 調査結果」欄の５行目から６行目には、「通報者の特定個人Ｂに対する主張は、特定個人Ｂの対

応に対する反論であると考えられることから調査は不要と判断する。」と記載されているところ、審査請

求人は、審査請求人の通報対象者に対する主張に係る実施機関の見解について、事実と異なっているこ

とから訂正するように求めている。

この点、実施機関に確認したところ、「４ 調査結果」欄の５行目から６行目には、審査請求人の申立
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てに対する考えと今後の対応について記載したとのことであった。

別記３の通番８で訂正を求められている情報は、審査請求人の通報に対する実施機関の職員の所感及

び調査をしないこととした判断を記載したものであり、条例第28条第１項の規定に基づく訂正請求の対

象である「事実」に該当するとは認められない。

キ 別記３の通番９について

「【事実関係調査内容】」欄には「非違行為は確認できない。」と記載されているところ、審査請求人は、

事実と異なっているため、「非違行為に該当する行為が確認できた」と記載するように求めている。

この点、実施機関に確認したところ、「【事実関係調査内容】」欄には、通報に対する調査結果等を踏ま

えた実施機関の対応を記載したとのことであった。

別記３の通番９で訂正を求められている情報は、実施機関が、審査請求人からの通報を受け、実施し

た調査等をもとに下した判断を記載したものであるから、条例第28条第１項の規定に基づく訂正請求の

対象である「事実」に該当するとは認められない。

ク 別記３の通番10について

別記３の通番10は、通番１から通番９までで訂正を求めた箇所について追記等の訂正が認められない

場合に当該箇所全ての削除を求めるものであるが、通番１から通番９までについては、既にアからキま

でで、実施機関に条例に基づく訂正義務はないと判断したところである。

（４） 文書３（特定年月日に実施機関が行った顧問弁護士への相談記録）について

文書３は、実施機関が相談した事項及び顧問弁護士の相談に対する回答が記載されているところ、審査

請求人は、文書３に記載された実施機関が行った相談の内容及び顧問弁護士の回答が、事実と異なること

から訂正するように求めている。

文書３について当審査会事務局職員をして実施機関に確認したところ、①事務又は事業の遂行上で発生

した法的な問題点について顧問弁護士へ相談した場合には、相談に係る文書を作成することとされている、

②弁護士への相談に係る文書について所定の様式が指定されているわけではないが、相談内容及び顧問弁

護士からの回答の概要を記載することとされている、③文書３についても、審査請求人の申立てに係る法

的な問題点に関して、弁護士への相談内容及び顧問弁護士の回答の概要を記載したものであるとのことで

あった。

上記のことを踏まえると、別記３の通番11から通番19までで訂正を求められている情報は、発言内容等

を記録したものであることから、客観的に正誤を判断できる事項であるといえ、条例第28条第１項の規定

に基づく訂正請求の対象である「事実」に該当すると認められる。

しかし、審査請求人の訂正請求書等に記載された内容を踏まえれば、審査請求人は文書３に記載された

内容について、自らの主張の記載及び顧問弁護士からの回答の記載について審査請求人の認識に沿った内

容に修正することを求めているものと解されるが、訂正請求の対象となるべき「事実」とは、文書３の記

載事項の真偽や法的見解の当否ではなく、令和３年８月25日に実施機関が「① 教示いただきたいこと」

欄に記載された事項を相談したこと及び顧問弁護士が「② 顧問弁護士からの回答」欄に記載された事項

を回答したという事実であるところ、当審査会において文書３を見ても、記載された発言がなされたこと

が明らかに事実と異なると認めるに足る特段の事情があるとは認められなかった。

よって、「事実でない」とは認められず、訂正義務があるとは認められない。

したがって、いずれの請求も実施機関に条例第30条に基づく訂正義務があるとは認められない。

別記３ （略）


